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（名古屋市中区栄三丁目8番20号）

株式会社東京証券取引所

（東京都中央区日本橋兜町2番1号）
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投資家の便宜を図るために備え置くものである。
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１【提出理由】

平成28年6月28日開催の当社第98回定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の

5第4項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第9号の2に基づき、本臨時報告書を提出するものであり

ます。

 

２【報告内容】

（１）当該株主総会が開催された年月日

平成28年6月28日

 
（２）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

　　１　期末配当に関する事項

　　　　当社普通株式１株につき金９円

　　２　剰余金の処分に関する事項

　　　　繰越利益剰余金を2,700,000,000円減少し、別途積立金を2,700,000,000円増加する。

　

第２号議案　定款一部変更の件

当社事業の現状に即し事業内容の明確化を図るとともに、事業内容の多様化および今後の事業展開に対応す

るため、定款第２条（目的）を一部変更する。

 
第３号議案　取締役１２名選任の件

取締役として、久米雄二、三石拓治、山内忠、髙木勲、奥村与幸、住田輝友、齊藤等、清水成信、西脇哲

也、堀内保彦、佐藤則夫および稲垣隆司の各氏を選任する。なお、佐藤則夫氏および稲垣隆司氏は、社外取締

役候補者である。
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（３）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるため

の要件ならびに当該決議の結果

決議事項 賛成(個) 反対(個) 棄権(個) 賛成比率 決議結果

第１号議案 81,874 54 0 99.83％ 可決

第２号議案 81,884 44 0 99.85％ 可決

第３号議案      

久米雄二 81,226 702 0 99.04％ 可決

三石拓治 81,566 362 0 99.46％ 可決

山内 忠 81,185 743 0 98.99％ 可決

髙木 勲 81,164 764 0 98.97％ 可決

奥村与幸 81,546 382 0 99.43％ 可決

住田輝友 81,573 355 0 99.47％ 可決

齊藤 等 81,569 359 0 99.46％ 可決

清水成信 81,564 364 0 99.45％ 可決

西脇哲也 81,568 360 0 99.46％ 可決

堀内保彦 81,568 360 0 99.46％ 可決

佐藤則夫 81,696 232 0 99.62％ 可決

稲垣隆司 81,696 232 0 99.62％ 可決
 

　（注）各議案の可決要件は次のとおりです。

　　　　・第１号議案は、出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成です。

　　　　　・第２号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席

した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

　　　　　・第３号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席

した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

 

（４）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計した

ことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対お

よび棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。
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